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はじめに

案の申し出
（今回の意見聴取）

【内容】

市町村から都道府県に対して、

区域マスタープランの変更案

の申し出
※「第３次札幌市都市計画マスター
 プラン(案)」や「第２次札幌市立地

 適正化計画(案)」などの改定内容
 の一部を反映

【根拠法】

都市計画法第1５条の2

札幌圏都市計画
都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針

【通称】

区域マスタープラン

【根拠法】

都市計画法第６条の２

【決定権者】

都道府県

（都市計画法第１５条）
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1． 区域マスタープランの概要や位置付け

2． 変更の概要

３． 今後の予定

目次
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１．区域マスタープランの概要や位置付け
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１-1． 区域マスタープランの位置付け
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１-２． 区域マスタープランの概要

区域マスタープラン
（都道府県が定めるもの）

札幌圏都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

【都市計画法第6条の2】

・一体の都市として整備、開発及

び保全すべき区域として定められ

る都市計画区域全域を対象として、

一市町村を超える広域的観点か

ら、区域区分を初めとした都市計

画の基本的な方針を定めるもの

・札幌市、小樽市（石狩湾新港部分）、江別市、北広島市、石狩市
の５都市で構成される札幌圏の都市計画の方針

市町村マスタープラン
（市町村が定めるもの）

【都市計画法第18条の2】

・各市町村の区域を対象として、

住民に最も身近な地方公共団

体である市町村が、より地域に

密着した見地から、その創意工

夫の下に、市町村の定める都市

計画の方針を定めるもの

即する
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１-３． 区域マスタープランの見直し

現行の区域マスタープラン（令和3年３月２３日 北海道決定）

目標年次：令和12年(２０３０年)

次回の第３回定時見直し

実施予定年度：令和1１年(２０２９年)～令和１２年（２０３０年）

【中間見直しの考え方】
 ～第２回定時策定の中間見直し事務要領：北海道～

〇 長期的な安定が求められる一方で、必要に応じ
て弾力的かつ機動的な対応も求められる

〇 第２回定時見直し時(令和２年～３年)には想定
されていなかった社会情勢の変化やプロジェク
ト等に対する見直しに限定

〇 次回の定時見直しまでに、具体の都市計画の決
定又は変更で支障が生じる場合に限定
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１-４． 区域マスタープランに定める項目

【Ⅰ 都市計画の目標】

〇 目標年次、範囲、都市づくりの理念

【Ⅱ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針】

〇 区域区分の有無

〇 おおむねの人口、産業の規模、市街化区域のおおむねの規

模及び現在市街化している区域との関係

【Ⅲ 主要な都市計画の決定の方針】

〇 土地利用

○ 都市施設（交通施設、下水道及び河川、その他)

〇 市街地開発事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業)

〇 自然的環境(公園など)
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１-５． 区域マスタープランの変更手続き

R8

2月

札幌市 北海道

10月

9月

8月

5月

3月

R６～７ 第３次都市マスなどの策定
区域マスの変更案の作成

市都市計画審議会(意見聴取)

北海道へ案の申出

関係機関協議

下協議

素案・原案の作成

国交省・農水省
下協議

道都市計画審議会(予備審査)

道都市計画審議会(本審査)

都市計画案の縦覧

都市計画決定告示(予定)

パブコメ・
公聴会

関係市町村意見聴取

国交省
事前協議

市都市計画審議会(意見聴取)

国土交通大臣
同意協議
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２．変更の概要
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２-１． 中間見直しのポイント（札幌市関係分）

中間見直しの目的

〇現在、策定中の「第３次札幌市都市計画マスタープラン(案)」、
「第２次札幌市立地適正化計画(案)」、「札幌市都市再開発方針

(案)」の改定内容の一部を反映

【見直し項目：「Ⅲ 主要な都市計画の決定の方針」】

① 土地利用

「高次機能交流拠点」、「工業地・流通業務地」、「市街化調整区域」、

「その他（都心周辺、幹線道路等、跡地活用）」など

② 都市施設（交通施設）

③ 市街地開発事業

④ 自然的環境（公園）
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【① 土地利用：高次機能交流拠点】 計画書６～８,９,１１ページ

 ○ 高次機能交流拠点の追加 
 → 「丘珠空港周辺」・「スノーリゾートエリア」・「中島公園周辺」・「円山動

物園・大倉山周辺」

 ○ 都市機能の高度化・集積
 →都市機能の高度化や集積に

 向けて、その拠点の魅力の向

 上に資する土地利用計画制

 度の運用などを推進

 →市街化調整区域の高次機能

 交流拠点周辺は、自然環境

 の保全や都市構造の秩序の

 維持を前提としつつ、地域特

 性を踏まえた地区計画等の

活用について検討

スノーリゾートエリア
丘珠空港周辺

中島公園周辺
円山動物園・大倉山周辺

２-２． 主な変更内容（札幌市関係分）
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２-２． 主な変更内容（札幌市関係分）

【① 土地利用：市街化調整区域】 計画書1２ページ

 〇 産業振興に資する土地利用の活用 など
 → 高い交通利便性を有している地区においては、工場などの立地を検

討するとともに、地域経済活動をけん引する新たな産業の振興を促す

【① 土地利用：公園】 計画書４ページ

 〇 公園における民間活力の導入
 → 地域に応じた課題解決や市民の利便性の向上などを図るため、みど

りが有する多様な機能や魅力の活用、民間活力の導入を図る

【② 都市施設：交通施設】 計画書１７ページ

 〇 丘珠空港の機能強化や利活用促進 など
 → 道内航空ネットワークの拠点としての役割に加え、機能強化や利活用

促進に向けて、航空ネットワークの充実・強化を図る
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３．今後の予定
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３． 今後の予定

「都市計画法」に基づく案の申し出
令和８年２月下旬（予定）

北海道都市計画審議会（予備審査）
令和８年５月下旬（予定）

都市計画変更告示
令和８年１０月中旬（予定）

「都市計画法」に基づく案の縦覧
令和７年８月中旬～下旬（予定）

北海道都市計画審議会（本審査）
令和８年９月上旬（予定）

札幌市 北海道

（以降、北海道が行う手続き）
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